
○熊本県警察職員の服務に関する訓令 

 
昭和37年4月30日 

本部訓令甲第32号 

 

 

第1章 総則 

(目的) 

第1条 この訓令は、職員（熊本県警察職員のうち地方公務員である者をいう。第２条、

第３条、第５条から第７条まで、第８条から第１２条の２まで、第１６条から第２１

条まで及び第２５条から第３３条までを除き、以下同じ。)の服務を適正にし、警察の

民主的かつ能率的運営を期するため必要な事項を定めることを目的とする。 

(準拠) 

第2条 職員の服務は、地方公務員法(昭和２５年法律第２６１号)第３章第６節(服務)及

びこれに基づく条例その他別に定めのある場合のほか、この訓令の定めるところによ

る。 

(所属長の定義) 

第3条 この訓令において「所属長」とは、熊本県警察本部(以下「本部」という。)の部

長、参事官、理事官、課長、科学捜査研究所長、機動捜査隊長、交通機動隊長、高速

道路交通警察隊長、機動隊長、企画調査官及び監察官、熊本市警察部（以下「市警察

部」という。）の部長、庶務課長及び政策企画官、警察学校長(以下「校長」という。)

並びに警察署長(以下「署長」という。)にあっては熊本県警察本部長(以下「本部長」

という。)を、その他の職員にあっては所属する本部の課長、科学捜査研究所長、機動

捜査隊長、交通機動隊長、高速道路交通警察隊長及び機動隊長、市警察部の庶務課長、

校長並びに署長をいう。 

第2章 職員の一般的義務 

(宣誓事項の遵守) 

第4条 職員は、熊本県警察職員の服務の宣誓に関する条例(昭和２９年熊本県条例第３

１号)に基づく宣誓事項を忠実に守らなければならない。 

(服装等の端正) 

第5条 職員は、常に身体及び服装を清潔かつ端正に保たなければならない。 

(日常の携帯品) 

第6条 警察官は、警察手帳、手錠及び警笛を常に携帯しなければならない。ただし、所

属長が特に指定した場合又は所属長の許可を得た場合はこの限りでない。 

2 職員は、常に名刺(別記様式第１)を５枚以上携帯し、職務上名刺を使用する場合は、

この名刺を用いるものとする。ただし、所属長は職務の円滑な執行のため他の様式の



名刺を必要と認める係については、当該職務を執行する場合に限り、これと異なる様

式の名刺を使用させることができる。 

(廉潔等の保持) 

第7条 職員は、職務に支障を生じ、又は警察の信用を傷つけることのないよう常に廉潔

と品位の保持に努めなければならない。 

2 職員は、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。 

(1) 職務上必要がある場合のほか、品位を疑われるようないかがわしい場所に出入り

をすること。 

(2) 名目のいかんを問わず、職務に支障を及ぼし、又は廉潔、品位を失するような契

約、約束、遊興をし、若しくは物品等の贈与、収受をすること。 

(3) 職務に支障を及ぼし、又は品位を失うに至るまで飲酒すること。 

(4) みだりに負債をすること。 

(営利企業への従事等の制限) 

第7条の2 職員は、地方公務員法第３８条の規定に基づき、あらかじめ本部長の許可を

受けなければ、営利企業に従事等をしてはならない。ただし、非常勤職員（短時間勤

務の職を占める職員及び同法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員を除く。）につ

いては、この限りでない。 

2 営利企業への従事等の許可に関し必要な事項は、別に定める。 

(寄附金など) 

第8条 職員は、本部長の許可がなければ目的のいかんを問わず寄附金などの募集をし、

又は受けてはならない。 

(車両運転) 

第9条 職員は、車両を運転する場合は、公用、私用を問わず道路交通法その他車両運転

に関する規定を厳守して安全運転を行い、他の模範になるよう努めなければならない。 

(身分上の請託) 

第10条 職員は、昇任、配置その他自己の身分上の取扱いについて、部外の人に援助を

依頼してはならない。 

(所見の公表及び寄稿) 

第11条 職員は、職務に関連し、又は職務に影響を及ぼすおそれのある所見を公表し、

若しくは新聞、雑誌等に寄稿しようとするときは、あらかじめ所属長の承認を受けな

ければならない。 

(国内の私事旅行) 

第12条 警察官（本部長を除く。第１２条の２並びに第３２条第１項及び第３項におい

て同じ。）は、私事旅行(私事のため住所又は居所を離れることをいう。以下同じ。)の

旅行先が、第３２条第１項に規定する居住しなければならない区域（以下「居住区域」

という。）の区域外であって、その旅行先から勤務する所属（分駐隊に勤務する警察



官については、当該分駐隊を勤務する所属とみなす。以下「勤務所属」という。）ま

でに要する時間が６０分を超えるときは、あらかじめ所属長に届け出なければならな

い。 

2 前項の規定にかかわらず、署長は、旅行先が県外である場合又は第３２条第５項に規

定する署長宿舎以外の場所に宿泊する場合は、あらかじめ本部長へ申請し承認を受け

なければならない。 

3 第３２条第１項から第４項までの規定により、居住区域の区域外に居住する警察官が

私事旅行をしようとする場合に届出を要する場所については、別に定める。 

4 一般職員は、私事旅行の旅行先から勤務所属までに要する時間が６０分を超えるとき

は、あらかじめ所属長に届け出なければならない。 

5 勤務所属までの通勤に要する時間（以下「通勤所要時間」という。）が６０分を超え

る場所に居住する一般職員が私事旅行をしようとする場合に届出を要する場所につい

ては、別に定める。 

6 前各項の規定による届出又は申請は、熊本県警察統合ＯＡシステム（以下「統合ＯＡ

システム」という。）により行うものとする。 

7 前各項の規定にかかわらず、やむを得ない場合は、電話等により届出又は申請を行う

こととし、私事旅行を終えたときは、速やかに統合ＯＡシステムにより当該届出又は

申請に係る内容を登録するものとする。 

8 職員（本部長を除く。次項において同じ。）は、緊急の用務等公務上の理由により、

所属長から私事旅行の中止又は日程の変更を命ぜられたときは、これに従わなければ

ならない。 

9 職員は、私事旅行をするときは、連絡手段を確保し、緊急の用務等に応じられるよう

努めなければならない。 

(国外への私事旅行) 

第12条の2 職員は、私事のため国外に旅行しようとするときは、国外旅行承認願(別記

様式第２)により、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。ただし、本部長

が別に定める場合は、所属長を経由して本部長の承認を受けなければならない。 

2 前項の場合において、本部長の承認を受けるときは、警務部警務課長を経由するもの

とする。 

第3章 勤務 

(勤務時間) 

第13条 職員の勤務時間については、熊本県警察職員の勤務時間等に関する訓令(平成１

３年熊本県警察本部訓令甲第６号)の定めるところによる。 

(休日勤務及び時間外勤務) 



第14条 緊急の用務その他の理由により、所属長から休日又は前条により定められた正

規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた者は、前条の規定にかかわらず、これに

従わなければならない。 

(勤務時間等の把握) 

第15条 所属長は、職員の勤務時間その他の必要とする事項を把握しておかなければな

らない。 

(連絡手段の確保等) 

第16条 職員は、不測の事態に備え、常に連絡手段を確保し、又は所在を明らかにして

緊急の用務に応じ得るよう努めなければならない。 

(退庁時の処置) 

第17条 職員は、退庁の際は文書、物品及び火気を始末し、施錠をなし、鍵は当直員

（警察署においては当番員）に引き継がなければならない。 

(非常災害時等の処置) 

第17条の2 所属長は、火災、風水害等非常災害の発生に備え、熊本県庁舎等管理規定

に定めるもののほか、警察の施設、書類、その他物品の保全及び救護を行うための活

動体制を整備し、訓練しておかなければならない。 

(警察本部当番、警察署当番及び当直) 

第18条 職員の警察本部当番、警察署当番及び当直については、別に定める。 

(出張中の予定の変更) 

第19条 職員は、出張中、用務の都合その他やむを得ない理由により予定を変更する必

要が生じた場合は、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。ただし、その

いとまがない場合は事後、速やかに報告しなければならない。 

第20条 削除 

(着任期間) 

第21条 職員が新たに採用され又は転勤を命ぜられた場合は、所属長により着任の日を

指定されたときを除き、次の各号に従って着任しなければならない。 

(1) 所属を異にする異動にあっては発令の日から７日以内 

(2) 所属を同じくする異動にあっては発令の日から５日以内 

(3) 前各号とも住居の移転を必要としないときは即日 

2 傷病その他の理由により前各号の期間内に着任できない理由があるときは、所属長の

承認を受けなければならない。 

第4章 休暇及び欠勤 

(休暇願) 

第22条 職員は、熊本県職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年熊本県条例第

１３号。以下「勤務時間条例」という。）第１２条から第１５条の２までに規定する



休暇を得ようとする場合は、あらかじめ次の各号に定めるところにより、所属長の決

裁を受けなければならない。 

(1) 統合ＯＡシステムにより必要事項を入力すること。 

(2) 週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)を除き引き続き６日を超えて２０日

以内の休暇(職員の親族が死亡した場合における特別休暇を除く。)にあっては、前

号によるほか、医師の診断書その他理由を証明する書面(以下「証明書面等」とい

う。)を所属長に提出するものとし、２０日を超える休暇にあっては、休暇願(別記

様式第３)に証明書面等を添えて本部長に提出すること。 

2 病気、災害その他やむを得ない理由により、あらかじめ前項の規定による入力又は書

面の提出ができないときは、電話などにより承認を受けたのち所定の手続きをしなけ

ればならない。 

3 ２０日を超える休暇を得た後出勤したときは、出勤報告(別記様式第４)を所属長を経

て本部長に提出しなければならない。 

(欠勤) 

第23条 職員は、欠勤しようとするときは、統合ＯＡシステムにより所属長に届け出な

ければならない。 

2 前条第２項の規定は、本条において準用する。 

(休職申請) 

第24条 所属長は、その所属職員が勤務時間条例第１３条に規定する病気休暇の期間が

満了してもなお療養を必要とするときは、その期間満了前５日までに休職申請書(別記

様式第５)に医師の診断書を添えて本部長に提出しなければならない。 

第5章 指導監督 

(幹部の責務) 

第25条 主任以上の地位にある者(以下「幹部」という。)は、部下職員の規律、執行務

などについて指導監督を行い、その長所を伸ばし、短所を補い、もって部内の規律を

維持し、職務執行の適正と事務能率の向上を図るよう努めなければならない。 

(指導監督事項) 

第26条 監督指導は、おおむね次の各号に掲げる事項について行うものとする。 

(1) 規律 

ア 責任観念の厚薄 

イ 礼式、服装及び態度 

ウ 給貸与品の保存、手入れ 

エ 品位保存 

(2) 執行務 

ア 訓示、指示及び命令の遵守状況 

イ 犯罪の予防及び取締り検挙状況 



ウ 視察、調査及び報告の適否 

エ 事務処理及び文書簿冊の整理保存の適否 

オ 公衆接遇の適否 

カ 幹部の指導監督の適否 

キ 被留置者及び保護者などの看守保護の適否 

ク 現金、物品などの経理及び保管取扱いの適否 

第27条 削除 

第6章 用品の保管等 

第28条 削除 

(用品の保管及び取扱い) 

第29条 職員は、貸与品、支給品及び自己の使用する公の物品(以下「用品」という。)

の保管及び取扱いについては、常に適切な注意を払わなければならない。 

(用品の亡失等の報告) 

第30条 職員は、用品を亡失又は損傷したときは、直ちに所属長に報告して指示を受け

なければならない。 

(用品の返納) 

第31条 職員は、身分を失い、又は休職を命ぜられた場合は、貸与品及び使用期間の満

了しない支給品を所属長を経て本部長に返納しなければならない。 

第7章 その他 

(居住地) 

第 32 条 警察官は、原則として勤務所属の居住区域の区域内に居住しなければならない。

ただし、居住区域の区域外に居住しようとする警察官のうち、警部補以下の階級にあ

る者で通勤所要時間が６０分以内のものは、居住区域外居住届（別記様式第６）によ

り所属長に届け出ることで、居住区域の区域外に居住することができる。 

2 前項の居住区域は、次の表の左欄に掲げる所属の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に

掲げる区域とする。 

所属 区域 

熊本市に所在する所属（熊本北合志警察署を除

く。） 
熊本市の区域 

熊本北合志警察署 熊本市の区域及び合志市の区域 

熊本市以外に所在する所属（運転免許課及び運

転免許試験課を除く。） 

当該所属の所在地を管轄する警察署

の管轄区域 

運転免許課及び運転免許試験課 
熊本市の区域、合志市の区域及び大

津警察署の管轄区域 

3 警察官は、特別の理由により居住区域の区域外に居住しようとする場合(第１項に規定

する場合を除く。)は、次の表の第１欄に掲げる階級の区分に応じ、それぞれ同表の第



２欄に掲げる基準に従って、第３欄に掲げる書面により、第４欄に掲げる者へ申請し

承認を受けなければならない。 

階級 基準 様式 
承認

者 

警視正 

居住区域の区域外に居住する

者 

居住区域外居住承認申請（甲）（別

記様式第６の２） 警務

部長 

警視 

（所属長級

以上） 

警視 

（特別官

級） 

勤務所属までの通勤所要時間

が60分を超える者 

居住区域外居住承認申請（乙）（別

記様式第６の３） 

勤務所属までの通勤所要時間

が60分以内の者 

居住区域外居住承認申請（丙）（別

記様式第６の４） 

所属

長 

警部 

勤務所属までの通勤所要時間

が60分を超える者 

居住区域外居住承認申請（乙）（別

記様式第６の３） 

警務

部長 

勤務所属までの通勤所要時間

が60分以内の者 
居住区域外居住承認申請（丙）（別

記様式第６の４） 

所属

長 
警部補以下 

勤務所属までの通勤所要時間

が60分を超える者 

4 前項の場合において、警視（特別官級）又は警部の階級にある者で、警務部長の承認

を受けようとするものは、所属長にその旨を申し出るものとし、所属長は、その申出

が適当であると認めるときは、速やかに、警務部長に申請を行うものとする。 

5 署長は、勤務所属の署長宿舎に居住しなければならない。 

6 駐在所に勤務を命ぜられた者は、当該駐在所に居住しなければならない。ただし、複

数の者が勤務を命ぜられた駐在所において、居住を命ぜられた者以外の者については、

この限りでない。 

7 所属長から職務の必要性により住居を指定された者は、これに従わなければならない。 

8 警察官待機宿舎、警察共済宿舎、県有宿舎等警察が管理している宿舎に居住している

者は、人事異動等により所有者から明渡しを求められたときは、これに従わなければ

ならない。 

(身上関係異動報告) 

第33条 職員は、結婚又は離婚、家族の出産又は死亡などの身上関係の異動が生じたと

きは、関係書類を添え、速やかに統合ＯＡシステムにより所属長に報告しなければな

らない。 

(辞職願) 



第34条 辞職しようとする職員は、辞職願(別記様式第７)を所属長を経て本部長に提出

し、その承認を受けなければならない。 

附 則 

この訓令は、昭和３７年５月１日から施行する。 

附 則(昭和３７年１０月本部訓令甲第６９号) 

附 則(昭和３８年３月第６号) 

附 則(昭和３８年６月第１３号) 

前 文(昭和３９年４月１３日本部訓令甲第７号)抄 

1 昭和３９年４月１３日から施行し、昭和３９年３月２６日から適用する。 

附 則(昭和３９年１０月第２６号) 

附 則(昭和３９年１１月第２８号) 

附 則(昭和４０年２月第３号) 

附 則(昭和４０年１２月１日本部訓令甲第２６号) 

この訓令は、昭和４０年１２月１日から施行する。 

附 則(昭和４１年１１月６日本部訓令甲第１６号) 

この訓令は、昭和４２年１月１日から施行する。 

附 則(昭和４２年８月１日本部訓令甲第１２号) 

(施行期日) 

1 この訓令は、昭和４２年８月１日から施行する。ただし、巡査長を除く職員の使用す

る名刺に関する規定については、昭和４３年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

2 巡査長を除く職員の使用する名刺については、昭和４２年８月１日から昭和４３年３

月３１日までの間を準備期間とし、順次この訓令に定める様式に改めるものとする。 

附 則(昭和４４年７月５日本部訓令甲第１６号) 

この訓令は、公布の日から施行し、昭和４４年４月１日から適用する。 



附 則(昭和４６年３月２３日本部訓令甲第８号) 

この訓令は、昭和４６年４月１日から施行する。 

附 則(昭和４６年１２月２０日本部訓令甲第２１号) 

この訓令は、昭和４７年１月１日から施行する。 

附 則(昭和４８年３月１９日本部訓令甲第８号) 

この訓令は、昭和４８年４月１日から施行する。 

附 則(昭和４９年３月１８日本部訓令甲第４号) 

この訓令は、昭和４９年４月１日から施行する。 

附 則(昭和５０年３月１２日本部訓令甲第２号) 

1 この訓令は、昭和５０年３月２０日から施行する。 

2 この訓令による改正前の規定に基づき、現に区域外居住承認を受けている者並びに単

身赴任承認を受けている者で引き続き現住所に居住する者は、改正後の当該規定に基

づく承認を受けた者又は届出た者とみなす。 

附 則(昭和５３年３月２４日本部訓令甲第１号) 

この訓令は、昭和５３年４月１日から施行する。 

附 則(昭和５４年３月３１日本部訓令甲第５号) 

この訓令は、昭和５４年４月１日から施行する。 

附 則(昭和５７年１２月１４日本部訓令甲第１２号) 

この訓令は、昭和５８年１月１日から施行する。 

附 則(昭和５８年３月１４日本部訓令甲第２号) 

この訓令は、昭和５８年４月１日から施行する。 

附 則(昭和６１年１１月１３日本部訓令甲第１１号) 

この訓令は、昭和６１年１１月１３日から施行する。 

附 則(平成元年４月２５日本部訓令甲第９号) 

この訓令は、平成元年４月３０日から施行する。 

附 則(平成元年９月２８日本部訓令甲第１６号) 

この訓令は、平成元年１０月１日から施行する。 



附 則(平成３年３月１９日本部訓令甲第２号) 

この訓令は、平成３年３月２５日から施行する。 

附 則(平成３年１２月２０日本部訓令甲第９号) 

この訓令は、平成４年４月１日から施行する。 

附 則(平成４年３月１８日本部訓令甲第５号) 

この訓令は、平成４年３月２４日から施行する。 

附 則(平成４年１２月２４日本部訓令甲第１７号) 

この訓令は、平成５年１月１日から施行する。 

附 則(平成５年３月３１日本部訓令甲第５号) 

この訓令は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則(平成７年２月１４日本部訓令甲第１号) 

この訓令は、平成７年２月１５日から施行する。 

附 則(平成７年３月２８日本部訓令甲第５号) 

この訓令は、平成７年４月１日から施行する。 

附 則(平成７年３月３０日本部訓令甲第１２号) 

1 この訓令は、平成７年４月１日から施行する。 

2 この訓令の施行の際現に改正前の熊本県警察職員の服務に関する訓令第２２条第１項

第１号の規定により備え付けられている休暇簿は、改正後の熊本県警察職員の服務に

関する訓令第２２条第１項第１号の規定により備え付けられている休暇簿(年次有給休

暇用)及び休暇簿(病気休暇・特別休暇用)とみなす。 

附 則(平成９年３月２５日本部訓令甲第６号) 

この訓令は、平成９年３月２６日から施行する。 

附 則(平成１１年３月２６日本部訓令甲第９号) 

この訓令は、平成１１年４月１日から施行する。ただし、第１２条の規定は、平成１

１年６月１日から施行する。 

附 則(平成１１年３月３１日本部訓令甲第１１号) 

この訓令は、平成１１年４月１日から施行する。 



附 則(平成１３年２月２０日本部訓令甲第３号)抄 

(施行期日) 

1 この訓令は、平成１３年３月１日から施行する。 

附 則(平成１３年３月１４日本部訓令甲第５号) 

この訓令は、平成１３年３月２３日から施行する。 

附 則(平成１３年３月２１日本部訓令甲第６号)抄 

(施行期日) 

第1条 この訓令は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則(平成１３年９月２７日本部訓令甲第１４号)抄 

1 この訓令は、平成１３年１０月１日から施行する。 

附 則(平成１４年７月２３日本部訓令第１１号) 

1 この訓令は、平成１４年８月１日から施行する。 

2 この訓令施行の際改正前の熊本県警察職員の服務に関する訓令第３２条の規定により

所属長に届け出た者又は所属長の承認を受けている者は、改正後の熊本県警察職員の

服務に関する訓令第３２条の規定により所属長に届け出たもの又は警務部長の承認を

受けたものとみなす。 

附 則(平成１７年３月２４日本部訓令第６号) 

この訓令は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則(平成１９年３月１４日本部訓令第５号) 

1 この訓令は、平成１９年４月１日から施行する。 

2 この訓令施行の際現に事務吏員、技術吏員又は警察技師の職にある職員は、別に辞令

の発せられない限り、同一の勤務条件をもって熊本県警察職員に任命され、現に命ぜ

られている職を命ぜられたものとする。 

附 則(平成２０年３月１８日本部訓令第４号) 

この訓令は、平成２０年３月３１日から施行する。 

附 則(平成２１年３月１３日本部訓令第３号) 

この訓令は、平成２１年３月２７日から施行する。 

附 則(平成２１年８月３日本部訓令第９号) 



この訓令は、平成２１年８月３日から施行する。 

附 則(平成２２年２月４日本部訓令第１号) 

1 この訓令は、公布の日から施行する。 

2 この訓令施行の際現に改正前の熊本県警察職員の服務に関する訓令第３２条第１項の

規定により届け出、又は同条第３項により承認を受けている者は、それぞれ改正後の

熊本県警察職員の服務に関する訓令第３２条第１項又は同条第３項により承認を受け

た者とみなす。 

附 則(平成２２年３月３１日本部訓令第１０号) 

(施行期日) 

1 この訓令は、平成２２年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)

により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。 

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕

って使用することができる。 

附 則(平成２２年６月３０日本部訓令第１３号) 

(施行期日) 

1 この訓令は、平成２２年６月３０日から施行する。 

(経過措置) 

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)

により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。 

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕

って使用することができる。 

附 則(平成24年3月12日本部訓令第1号) 

この訓令は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則(平成30年3月19日本部訓令第5号) 

この訓令は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則(令和元年12月16日本部訓令第5号) 

この訓令は、令和２年１月１日から施行する。 

附 則(令和2年6月30日本部訓令第11号) 



この訓令は、令和２年７月１日から施行する。 

附 則(令和2年11月16日本部訓令第18号) 

この訓令は、令和２年１２月１日から施行する。 

附 則(令和4年2月22日本部訓令第1号) 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則(令和4年3月8日本部訓令第3号) 

(施行期日) 

1 この訓令は、令和４年３月１１日から施行する。 

(熊本県警察職員の服務に関する訓令の一部改正に伴う経過措置) 

2 この訓令の施行の際現に改正後の熊本県警察職員の服務に関する訓令第３２条第１項

に規定する居住区域の区域外に居住している警察官は、同項の規定による届出をし、

又は同条第３項の規定による承認を受けたものとみなす。 

附 則(令和5年3月10日本部訓令第10号) 

この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 

 

※ 別記様式（略） 


